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１【提出理由】

　当社の主要株主に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣

府令第19条第２項第４号の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1) 当該異動に係る主要株主の名称

主要株主でなくなるもの　　ＨＣＰ－１号投資事業有限責任組合

 

(2) 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権の数に対する割合

 所有議決権の数 総株主等の議決権の数に対する割合

異動前 137,555個 19.00％

異動後 20,985個 2.90％
 

（注）当社は、平成27年12月31日を基準日として、同日（同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には前

日の平成27年12月30日）の最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式１株につき４

株の割合をもって株式分割（効力発生日：平成28年１月１日）を行っておりますので、①異動前の所有議

決権の数は、基準日現在の所有株式数に４を乗じた株式数に係る議決権の数137,555個とし、②異動後の所

有議決権の数は、平成28年２月16日開催の当社取締役会において決議した引受人の買取引受による売出し

における売出株式数10,137,000株に係る議決権の数101,370個及びオーバーアロットメントによる売出しの

ために野村證券株式会社に貸出した株式数1,520,000株に係る議決権の数15,200個を控除した議決権の数

20,985個とし、③総株主等の議決権の数は、株式分割後の発行済株式総数72,376,400株から議決権を有し

ない単元未満株式数16,000株を控除した株式数72,360,400株に係る議決権の数723,604個とし、④総株主等

の議決権の数に対する割合は、上記各議決権の個数で算出しております。

 

(3) 当該異動の年月日

平成28年３月３日

 

(4) その他の事項

・当該異動の経緯

平成28年２月16日開催の当社取締役会において決議した当社株式の売出しに関し、当該主要株主による引

受人の買取引受による売出しにおける所有株式の売却及びオーバーアロットメントによる売出しのための所

有株式の貸出しに伴い、主要株主に該当しないこととなりました。

・本報告書提出日現在の資本金の額　　　　　    4,385,423,500円

・本報告書提出日現在の発行済株式総数　　普通株式　72,376,400株
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